
資料２

環境省 北海道地⽅環境事務所

大規模災害時廃棄物対策
北海道ブロック協議会

人材育成事業ワークショップ

令和7年2月18日（火）

本日の目的

出典：「災害廃棄物に関する研修ガイドブック ワークショップ型研修編」 1

 災害廃棄物仮置場の運営・管理及び災害廃棄物
に関する住民への周知について理解を深める。

 多様な視点・価値観への気づきを得る。
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目安時間内容

10分
氏名、所属、平時の担当業務、

災害対応のご経験自己紹介

10分仮置場の運営・管理について話題提供①

70分仮置場の運営・管理ワークショップ①

10分～休憩～

10分住民への周知について話題提供②

70分住民周知方法の検討ワークショップ②

本日の流れ 自己紹介

班内で自己紹介してください

氏名
所属
平時の担当業務
災害対応のご経験

⇒10分
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仮置場の運営・管理について

～被災地における対応事例～

ポイント

 仮置場の運営管理は、住民が搬入することを想定して予

め方針を定めておくことが望ましい．

 特に水害では、発災後に片付けごみの搬入が早期に行わ

れることから、運営管理の体制や資機材を速やかに整える

必要がある。
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仮置場の決定

レイアウトの計画

設置準備

関係者への周知

事前に準備している「仮置場候補地リスト」から、下
記の内容を確認する。

・被災状況、アクセス状況
・他用途での使用状況
・使用可能面積
・周辺環境

使用する仮置場候補地での廃棄物の配置計画を行う。

・分別区分、配置
・仮置場内の動線
・搬入路の確保

・必要資機材の確保
・役割分担、人員の確保
・仮置場の付帯設備の整備

・仮置場に関して周知が必要な内容を、利用可能な手段
を用いて周知する。

・周知する対象は、自治体内関係者、住民、ボランティア
等となる。

仮置場設置の流れ
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 水害、土砂災害等では発災直後
から発生する片付けごみを受け
入れるために、直後～数日中に
設置することが望ましい。

 設置場所は、公園等の比較的面
積が狭い場所も利用される。

 混合廃棄物が発生するのは主
に、住民が搬入する一次仮置場
であり適切な管理には自治体に
よる初動対応が重要

住民が搬入するための一次仮置場の事例

搬入される主な災害廃棄物
片付けごみ（住民が車両で搬入可能なもの）
・家具
・家電製品
・畳、布団
・金属くず
・可燃・不燃系混合物
その他
（生ごみ等の生活ごみは搬入不可）

一次仮置場（住民が片付けごみを搬入する仮置場）
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 重機を用いた積込や選別作業が
行われる。

 廃棄物の搬入等は、事業者によ
る場合が多いが、住民による持
ち込みも含む場合がある。

 重機等が稼働することから、あ
る程度の広さ（数千m2）が必要。

 設置には、発注等の事業者への
調整が必要で、発災から数週間
程度。

搬入される主な災害廃棄物
・コンクリートがら
・有害性廃棄物
・廃自動車
・土砂混じり廃棄物
・家屋解体廃棄物
・片付けごみ
その他

一次仮置場設置運営の事例

一次仮置場
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 一次仮置場で粗選別された廃棄物
を処理の効率化のために集約する。

 廃棄物の搬入を含む設置・維持管理
は、事業者により行い、住民の立ち
入りは不可。

 中小規模の災害では設置されない
場合も多い。

 大規模災害時は、破砕・選別を行う
中間処理施設や仮設焼却炉の設置
が想定される。

 東日本大震災では津波堆積物の中
間処理は二次仮置場で行われた。

 なるべく広い敷地が必要（数ha）。
 設置には、発注等の事業者との調

整が必要で、発災から数か月程度、
中間処理施設、特に仮設焼却炉を
設置する場合は設置まで1年程度必
要となる。

二次仮置場設置運営の事例

中間処理施設あり

中間処理施設なし

二次仮置場
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②金属くず ③木くず

⑤可燃廃棄物 ⑪廃畳

入口

出口

敷き鉄板

仮置場 配置事例（良い事例） （令和元年東日本台風：福島県内）

搬入された災害廃棄物は、ドローン等
により体積を計測し、種類毎に見掛け
比重を乗じて、重量を算出する。

 仮置場内に動線はある

 分別された状態で集積

 分別の立て看板がある 9

①可燃混合 ①可燃混合（近景）

③廃タイヤ

②廃家電・金属くず ③廃畳

③布団

仮置場 配置事例（悪い事例） （令和元年東日本台風：福島県内）

 仮置場内に動線がない

 混合状態に山積み状態

 分別の立て看板がない

 場内の簡易分別ができない

 中央部の状況が確認できず、

 火災等の安全管理もできない。
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片付けごみの事例 （平成30年7月豪雨：岡山県内）
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仮置場の対応事例（令和2年7月豪雨：人吉市）

出典：一般社団法人日本災害対応システムズ HPより

人吉市では、「分けたら早い、混ぜたら遅
い」を合⾔葉に、分別搬⼊を徹底するよう
、単⼀品⽬のみ運搬してきた⾞両を優先
受入する方法を実施しました。

混載車両と単品目のみ積載車両
を区分して誘導

分別搬入車両⇒ファストレーン
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令和元年東日本台風の事例

仮置場の役割と名称

仮置場の設置等に関する市町村への協力・支援内容

○初期の段階において、仮置場運営要員として県職員の派遣を行った。

○市の仮置場への道路渋滞が見られたことから、交通信号の調整を依頼した。

○県有地を仮置場として使用できるようにするとともに、県公社有料道路の無償化を実施した。

◆仮置場の設置

自治体名
A市

C市
D市

F町
仮置場 住民の片付けごみなどを分別し中間処理に先立って保管する場所
集積場 特別な事由により片づけごみを仮置場以外に集積する（した）場所

E市
臨時集積所 住民の片付けごみなどを一時的に集積する場所（各家庭前）

仮置場 分別や保管を行う場所

仮置場 中間処理に先立っての分別や保管を行う場所
一次仮置場 中間処理に先立っての分別や保管を行う場所

名称 役割

一次仮置場 住民の片付けごみ、公費解体廃棄物の分別、保管を行う場所

B市
地区集積場 被災者の片付けごみなどを一時的に集積する場所 市内22ヶ所設置

仮置場 中間処理に先立っての分別や保管を行う場所 市内３ヶ所設置
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令和元年東日本台風の事例

◆仮置場の設置

✓仮置場を浸水エリアの近くに設置
⇒被災地から早期に廃棄物を撤去できた。

✓仮置場候補地としていた場所が、被災地域から離れた

場所であった。

⇒別の民有地を借用した。

✓地区集積場を22箇所用意した。

⇒仮置場への搬入による交通渋滞を防げた。
✓グラウンドを仮置場とした。
→地盤が軟弱で雨天により通行障害発生
⇒搬入された畳を一時的な地盤補強材として使用

✓課内に土木技師が所属
⇒仮囲いの設置や重機の借り上げがスムーズに進んだ。
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令和元年東日本台風の事例

◆仮置場の運営管理

✓市職員10名程度で対応したが分別指導×
⇒分別指導の人員が必要

✓災害廃棄物処理計画で廃棄物の種類を１９種
→被災者やボランティアにとって大きな負担
⇒普段の生活ごみの分類を考慮して９分別
に決定

✓仮置場内の分別種目ごとに案内やチェックを兼
ねた人員を配置
⇒適正な管理ができた。
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・各地区に区長等と相談しながら地区集積所を開設したが、
その際の周知や連絡、閉鎖のタイミングが難しかった。また、
管理が難しく、便乗ごみを不法投棄されたり、分別の徹底
ができない集積所があった。

・グラウンドに仮置場を設置したが、ぬかるみで搬入車両が
スタックする等の支障が発生した。

⇒

・事前に仮置場リストを作成しておく。

・仮置場への搬入ルートも確認して作成する。

・候補地は複数検討しておく。

令和元年東日本台風の事例

◆仮置場の運営管理
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【参考】災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き より

p.10

17

【参考】災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き より
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p.12
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【参考】災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き より

p.19
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【参考】災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き より

p.20
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【参考】災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き より

p.34
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【参考】災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き より

p.35
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【参考】災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き より

p.36-

37
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【参考】災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き より

p.42
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【参考】災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き より

p.43-44
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災害廃棄物に関するワークショップ①

～仮置場の運営・管理～
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ワークショップ①の目的

災害時に仮置場を運営及び管理する際に必要となる
業務を明確化する。「被災地からの搬入」「仮置き」「粗選
別」「処理施設への搬出」「安全・環境」の観点から、より具
体的にイメージする。
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災害時に発⽣する⼀般廃棄物と処理

出典：「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」令和3年3月 環境省再生資源循環局災害廃棄物対策室

災害時の廃棄物処理の流れ

ワークショップの対象

（住民の方の片付けご
み搬入場所を想定）
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分別指導

ワークショップ① 仮置場の運営・管理

まず、各自で付箋に書き
だしてみてください。
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班名

【搬入・搬出】

⾞両誘導

・付箋１つに１意⾒。

・他の人が読める字で。

発災後の仮置場の運営・管理する上で必要な業務内容に
ついて検討してください。（初動対応の手引き等を参考にしてくだ
さい）

⇒15分

【分別】 【安全・環境】 【その他】

「被災地からの搬⼊」「仮置き」「粗選別」「処理施設
への搬出」「安全・環境」の観点からイメージしてくだ
さい。

参集

ワークショップ① 仮置場の運営・管理
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⇒15分

班内で⼀⼈ずつ意⾒を発表し、模造紙に付箋を貼ってくだ
さい。

班名

【搬入・搬出】 【分別】 【安全・環境】 【その他】

分別指導

⾞両誘導
〇〇

●●●

参集 ワークショップ① 仮置場の運営・管理
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⇒15分

出された意⾒を確認し、同様な意⾒等はグルーピングして
班内の意⾒を整理してください。

班名

【搬入・搬出】 【分別】 【安全・環境】 【その他】

分別指導

⾞両誘導
〇〇

●●●

〇〇

●●●

参集



グループワーク 仮置場の運営・管理

意⾒整理シート

運営・管理の業務内容

【受入・搬出】

「被災地からの搬⼊」「仮置き」「粗選別」「処理施設
への搬出」「安全・環境」の観点からイメージしてくだ
さい。

発災後の仮置場の運営・管理に必要な業務内容について
検討してください。（初動対応の手引き等を参考にしてくだ
さい）
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オンライン

①各団体で意⾒整理シー
トに書き出してください。

⇒15分

③班内で各団体から口頭
で説明してください。

⇒10分

②各団体の意⾒をチャット
に書き込んでください。

⇒10分

④特に重要な運営・管理の業務
内容について、班内の意⾒を
まとめてください。

⇒10分

【分別】 【安全・環境】 【その他】
主な意⾒を各班５分程度で発表してください。

ワークショップ①の成果発表
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ワークショップ①のまとめ

■仮置場の運営・管理

仮置場で必要な業務を抽出する

⇒委託業務として発注する内容を理解し、災害時の迅速
な対応を可能とする

⇒必要に応じて協定等の締結を進める

【ポイント】

 ⾃治体職員で運営管理することは不可能

 業者へ委託する場合の仕様書をイメージする

 発災直後の対応について協定等を締結することも検討する

→できれば単価設定まで実施（継続的には難しいため、発災から

3ヶ⽉程度（＝応急対応後半）についての単価として設定）

休 憩
（10分）

14：４0から開始します
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住民への周知について

～被災地、平時における対応事例～

ポイント

 勝手仮置場の発生を防ぎ、仮置場での災害廃棄物受入を

円滑に行うため、仮置場の設置について住民やボランティ

アに速やかに周知する。

 発災後の速やかな周知に加え、平時からの広報により住

民への意識啓発を行うことも検討する。
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特 徴災害発生場所自然災害のタイプ
・地震の揺れによる家屋等のと倒壊被害
・余震の継続期間は初動活動は遅れる
・災害廃棄物は家屋解体物が主体
・解体棟数の把握、解体工程計画が難題

震源付近

(主に断層等）

地震 （直下型）

（家屋の倒壊）

・海域の震源を起因とした津波による被害
・津波遡上による建設物等の大規模倒壊
・津波堆積土を含んだ混合廃棄物主体
・発生時から混合状態であり分別・選別が難題

沿岸部

（津波遡上域）

地震 （プレート型）

（津波災害）

・集中豪⾬による⼭間部の⼟⽯流の被害
・山間部の谷口付近に局所的な発生
・崩落⼟砂・巨⽯・流⽊を多く含む
・⼟砂・流⽊が多く占め、⼟砂等の処理先が難題

山間部

（谷部口）

水 害

（土砂災害）

・台⾵や線状降⽔帯による河川増⽔
・堤防越水、決壊による広域浸水被害
・浸⽔解消後、⽚付けごみが短期に⼤量に発⽣
し、仮置場への搬⼊計画、管理が難題

河川低地

（氾濫浸水域）

水 害

（河川氾濫）

家屋の倒壊 津波災害 土砂災害 河川氾濫

自然災害のタイプにより災害廃棄物の発生場所と特徴
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片付けごみ等

・主に、住民が自宅内にある被災したものを片付ける際に排出される廃棄物。
・床上、床下浸水による片付けごみが多い。ごみは水分や泥等を含み、腐敗しやすい。
・床下の泥だし・消毒乾燥のため、屋内の濡れたものを取り出す必要があり、その際に、排出さ
れた家財などが混合状態となりやすい。(被災家屋からの排出時から分別が有効）
・ゴミ出しは地震時より早くなるため早期の対応が必要

被災現場

公費家屋解体

・被災家屋の解体等に伴い排出される廃棄物。(水害時は、建物解体は比較的少ない。)
・【分別解体】とする。木くず、がれき類などが混在する恐れのあるいわゆる【ミンチ解体】
は行わない。

・発生量は、片付けごみの３～５倍（重量比）

仮 置 場

被災現場

搬入

仮 置 場

搬入

家屋解体（現地分別解体）

発災直後から問合せ、発生のピークは1か月程度の間
に、混合廃棄物が集まる

災害査定と並行して発生し、分別廃棄物が集まる

豪雨による水害・土砂災害での災害廃棄物の特徴
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仮置場では分別されて集積

片付けごみ
（混合廃棄物）

災害時に発⽣する⼀般廃棄物と処理

出典：「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」令和3年3月 環境省再生資源循環局災害廃棄物対策室

ワークショップの対象

（住民の方の片付けご
み搬入を想定）
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災害時の廃棄物処理の流れ



 河川氾濫の場合、発
災直後（浸水解消
後）から、片付けごみ
が急増する。

 仮置場の設置の遅れ
や広報が不⼗分であ
れば、未管理仮置場
が多く発生する。

 これらの管理と回収計
画が必要となる。

某市で発生した未管理仮置場 台風による水害

道路脇に残置 公園に残置

豪雨による水害での災害廃棄物の特徴（片付けごみ）
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仮置場の決定

レイアウトの計画

設置準備

関係者への周知

事前に準備している「仮置場候補地リスト」から、下
記の内容を確認する。

・被災状況、アクセス状況
・他用途での使用状況
・使用可能面積
・周辺環境

使用する仮置場候補地での廃棄物の配置計画を行う。

・分別区分、配置
・仮置場内の動線
・搬入路の確保

・必要資機材の確保
・役割分担、人員の確保
・仮置場の付帯設備の整備

・仮置場に関して周知が必要な内容を、利用可能な手段
を用いて周知する。

・周知する対象は、自治体内関係者、住民、ボランティア
等となる。

41

仮置場設置の流れ

42

出典：(簡易版)人吉市仮置場_搬入ルール(210716
～)より抜粋
https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/dl?q=51704_filelib_
670e7e6f9b24a9c770838e2538191559.pdf

令和2年7月豪雨（人吉市）の事例

43

平成30年7月豪雨の事例

↑仮置場の入口等にも、仮置場内の
レイアウトや、仮置場に持ち込める物
等を表示し、周知している。

↓仮置場が変更になったことについ
て仮置場に掲示し、周知している。



茨木市「大きな災害時の災害廃棄物ハンドブック」より抜粋
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shigenjunkan/menu/itiran/kankyo_haihu/51092.html
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参考︓平時からの広報例

札幌市「もしもの時の災害廃棄物処理の手引き」より抜粋
https://www.city.sapporo.jp/seiso/keikaku/documents/saigai_tebiki.pdf
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参考︓平時からの広報例

災害廃棄物に関するワークショップ②

～住民周知方法の検討～

 災害時に被災住民の方へ災害廃棄物の排出につ
いてお知らせする資料を事前に検討しておくことで
発災時にスムーズに周知できるようにする。

 災害廃棄物について平時より住民の方の理解を得
るための啓発資料を作成する。

 作成資料は、様々な媒体で活用できるようにする。

47
出典：「災害廃棄物に関する研修ガイドブック ワークショップ型研修編」

ワークショップ②の目的



２０分

仮置場の開設に向けて住民広
報することになりました。

右のチラシに追記した方が良い
情報について班で話し合いな
がら、付箋を使って追加してい
ってください。

テーマ②-1︓発災時の広報

• 未管理仮置場の発生や、混合廃

棄物発生を防ぐために、住民へ

の広報が重要。

• 分別区分や仮置場のレイアウトを

広報することで、搬入がスムーズ

になり、交通渋滞の軽減も期待

できる。
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４０分

住民への平時からの啓発のために、住民向けの災害廃棄物ハンドブ
ックを作成することになりました。

記載事例(参考資料2・3）を参考にしながら、「具体的にどのようなこ
とを掲載したいか」「どんなことに留意するのが良いか」まとめてくださ
い。

テーマ②-2︓平時の啓発

• 災害時に片付けごみを適切に排出してもらうために、平時からの啓発が必要。

• 知ってもらう、理解してもらう、考えてもらう、ことができるような啓発が理想。

• 特に、「自助」と「共助」について住民が考える機会となるような資料が重要。

49

テーマ②-2︓平時の啓発

仮置場への
持ち込み禁止

品目
（●●、…）

各⾃で付箋に意⾒を記⼊（10分）→班内で意⾒交換（15分）
→意⾒等のグルーピング、整理（15分）
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災害廃棄物
の分別区分

災害廃棄物ハンドブックに掲載する具体的な内容

参集

・付箋１つに１意⾒。

・他の人が読める字で。

班名

ハンドブックに掲載する具体的な内容

災害時の
ごみの種類

「災害廃棄物の処理について」「仮置場」「分別」「生
活ごみ」「日ごろの備え」「片付けるときの注意事項」
などの観点からイメージしてください。

テーマ②-2︓平時の啓発

51

災害廃棄物ハンドブックに掲載する具体的な内容

オンライン

①各団体で意⾒整理シー
トに書き出してください。

⇒10分

③班内で各団体から口頭
で説明してください。

⇒10分

②各団体の意⾒をチャット
に書き込んでください。

⇒10分

④重要な掲載内容について、
班内の意⾒をまとめてください。

⇒10分

仮置場災害廃棄物の処理について

生活ごみ分別

片付けるときの注意事項日ごろの備え

その他

意⾒整理シート

災害廃棄物ハンドブックに掲載する具体的な内容

「災害廃棄物の処理について」「仮置場」「分別」「生活ごみ」「日ごろの備え」
「片付けるときの注意事項」などの観点からイメージしてください。



各班で意⾒交換した内容について発表をお願いします。

1班あたり5分程度でお願いします。

ワークショップ②の成果発表
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まとめ

■発災時の広報

発災時に速やかに住⺠やボランティアの⽅々へ、災害で発
生した廃棄物の収集方法を周知する。
＜周知内容例＞

廃棄物の区分、ごみ出しの注意事項（災害廃棄物ではないもの、危険物の取扱
い等）、収集場所（仮置場、直接処理施設等）、収集⽅法（⼾別、⾃⼰搬⼊
等）、各種連絡先等

■平時の啓発

住⺠やボランティアの⽅々の、災害廃棄物について理解を
深める。災害時に慌てないために。
＜活⽤例＞

スペース⼩︓ごみカレンダー、地⽅紙の広告、広報誌の⼀部

スペース⼤︓広報誌（1ページ利⽤）、ごみ分別資料（ゴミ分別辞典）、

廃棄物担当課での配布⽤資料
53

国立環境研究所「住民とともに災害廃棄物を乗り越えるための取
組事例集」より抜粋
https://dwasteinfo2.nies.go.jp/page/page000481.html
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参考︓住⺠との連携に向けた⾃治体の取組例
住民参加による災害時のごみ排出模擬訓練等（京都府宇治市） 業者と市民も巻き込んだ仮置場設置・運営訓練（愛知県豊明市）

防災訓練での災害廃棄物処理訓練プログラムの計画・実施
（愛媛県松山市）


